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１　はじめに

　近年、「官製ワーキングプア」の問題が注目を集めている。官製ワーキングプアとは、国・自

治体によって作り出されているワーキングプア（働く貧困層）のことである。その代表例は国・

自治体が直接雇用する非正規職員であるが、それだけではなく、国・自治体から仕事を請け負っ

た企業に雇用されて働く人々（委託労働者）も含まれる。

　この委託労働者の労働実態に焦点を当てた研究は、まだ少ないのが現状である2。そこで筆者

は、自治労連・地方自治問題研究機構に設置された「人事・給与研究会」のメンバーとして、

自治体委託労働者の労働実態についてインタビュー調査を積み重ねてきた。調査対象に選んだ

のは、給食調理員、学校校務員、図書館職員として働く委託労働者である。

　これらインタビュー調査の全てに今西清氏（自治労連・地方自治問題研究機構専門委員）も

参加した。また、2013年11月25日に行った図書館協会のインタビュー調査には小尾晴美氏（中

央大学院生）が参加した。

　以下、インタビュー調査と、提供された資料を基にして自治体委託労働者の労働実態と労働

組合の取り組みについて見ていくことにしたい。

２　給食調理員（愛知県Ａ市の事例）

　インタビューは、2013年９月19日にＡ市職員労働組合事務所で行った3。インタビューに協力
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 1 本稿は、日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（B）課題番号23330133）の助成を受けた「地方公務員
の雇用・生活と成果主義人事・給与に関する研究」（研究代表者：黒田兼一、研究期間：2011～2013年度）の
成果の一部である。筆者は研究分担者として当研究に参加した。研究成果の大要は、既に黒田兼一・小越洋之
助編『公務員改革と自治体職員 ― NPMの源流・イギリスと日本』（自治体研究社、2014年）として刊行さ
れている。本稿は、その研究書において筆者が執筆担当した第３章第３節に加筆したものである。

 2 委託労働者の労働実態を扱った書籍としては、布施哲也『官製ワーキングプア ― 自治体の非正規雇用と民
間委託』（七つ森書館、2008年）、官製ワーキングプア研究会編『なくそう！ 官製ワーキングプア』（日本評論
社、2010年）などがある。

 3 Ａ市職員労働組合は、自治労連愛知県本部の加盟組合である。



して頂いた方々は、伊藤祐介氏（自治労連愛知県本部執行委員）、河西勝彦氏（Ａ市職員労働組

合執行委員長）、澤田徹氏（元Ａ市職員労働組合副委員長）、阿部勇一郎氏（自治労連Ａ市学校

給食会労働組合委員長）である（全て仮名）。

　Ａ市は、1999年度まで市直営方式で４カ所の給食センターを運営してきた。1998年度の数字

を見ると、給食センターは、市内の小中学校52校に対して、１日２万7032食分の給食を作って

いた4。

　この給食センターで行っていた調理業務を、Ａ市は2000年４月から財団法人Ａ市学校給食会

（現在は公益財団法人Ａ市食育推進給食会。以下、給食会と略）に委託した。委託の経過を見る

と、Ａ市では「Ａ市行政改革大綱」（1996年９月27日）とその実施計画において給食センターの

あり方を検討することとした。そして、学校給食会調査委員会を設置し、その委員会報告を受

けて、給食会に調理業務を委託することを決定したのである5。

　なぜ委託したのか。その理由を、学校給食会調査委員会の報告書「学校給食業務のあり方に

ついて」（1999年６月17日）で見てみよう。

　報告書を見ると、調理員には夏休み等によって年間53日の余剰日数が発生していることや6、

Ａ市の１食あたりの人件費は給食調理業務を民間に委託している他市と比較して62円高くなっ

ていることや、あるいは給食会に委託している他市と比較して45円高くなっている7といった点

が、「現況の問題点・課題」として主に指摘されている。

　この問題意識から容易に分かるように、委託の目的は明らかにコストの削減であって、給食

の質といった観点は一切考慮されていない8。その上で、委員会報告書は、各運営形態（直営、

給食会委託、民間委託）のメリットとデメリットを比較して、「学校給食会に調理業務を委託す

る」と結論づけている。インタビュー調査によると、給食会は市教育委員会の管理職の天下り

組織になっているそうで、民間に委託するよりも市のコントロールがきくとのことだ。たしか

に報告書には、給食会への委託のメリットとして、「職員の指揮監督が円滑」、「定年退職者の再

雇用対応が可能」等が記されている。
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 4 組合提供資料「学校給食のあり方について」1999年６月17日より。
 5 組合提供資料の「学校給食の委託について」（1999年４月22日。Ａ市職労の質問書）と「回答」（1999年５月20
日。Ａ市による回答）より。

 6 報告書には、調理業務日数は年間192日であり、これに対して官執勤務者の場合は245日と記されている。差し
引き53日である。

 7 報告書によると、Ａ市の１食あたりの人件費は167円であり、民間委託市（愛知県Ｅ市・福岡県Ｆ市の２市平
均）は105円、給食会委託市（愛知県Ｇ市・愛知県Ｈ市・愛知県Ｉ市の３市平均）は122円である。

 8 コストの削減と関連して、ここでＡ市の職員数の変化について触れておきたい。組合提供資料によると、Ａ市
では2005年時点で正規職員が2531名、臨時・非常勤が694名であり、全職員に占める非正規率は21.5％であっ
た。それが2013年時点では、正規職員が2537名、臨時・非常勤は1183名であり、非正規率は31.8％になってい
る。この８年間で、正規職員数はほとんど変化していないのに、臨時・非常勤数は1.7倍に増え、その結果、
非正規率は10.3ポイント上昇している。Ａ市では仕事量の増大に対して正規を増やさずに非正規で対応してお
り、その分の人件費を削減している状況が分かる。こうしたコスト削減政策の一環として、給食調理業務の委
託も検討されたのだろう。



　委託によって、調理員の人員構成は大きく変わった。委託前の調理員の人数は、1998年度の

数字で確認すると96名9であり、すべてＡ市の正規職員であった。それが委託後の現在では、調

理員全員が、給食会が雇用する正社員とパートに変わった。正社員の数は40名（インタビュー

時）であり、パートの数は、組合提供資料によると2012年３月31日現在で133名となっている。

Ａ市の正規職員は、委託後５、６年は市からの派遣職員という形で給食調理員の仕事を継続して

いたが、その後はＡ市の他の現業職に配属される等して給食調理員の仕事からは撤退していっ

た（2013年３月31日に最後の１人の派遣職員が退職して、撤退は完了したとのことである）。現

在、給食会では正社員を採用せずに、パートの数を増大させているとのことである。

　パートの入れ替わりは激しい。また、パートは１日を通して仕事に従事している者は１人も

おらず、主に調理業務を行う午前勤務の者（2012年３月31日現在75名）と、主に食器の洗浄を

行う午後勤務の者（同58名）とに別れている。そのため、前日に食材が納入されて、その食材

を分けたり、下処理をしたり…といった全体の仕事の流れを把握することができるのは正社員

だけである。当然のことながら、給食の献立は毎日異なり、作業方法も変わる。正社員である

阿部氏が言うには、調理員の仕事を一通り覚えるには３年から５年はかかるそうである。それ

にもかかわらず、経験年数のあるベテランの社員が減り、パートが増えていることは、「ものす

ごく辛い」と話していた。

　パートの時給は950円で昇給はない。パートは全員女性で、30代、40代が中心とのことである。

子育て世代であり、子どもが大きくなって手がかからなくなると、さらに稼ぎを増やすために

辞めていく。そのために入れ替わりが激しいのだ。

　正社員の賃金については阿部氏（インタビュー時43歳）が、自分の給料について月25万円で、手

取りでは21万円だと話していた。なぜ給料がこんなに低いのか。阿部氏は給食会で働く以前は

「飲食関係」の仕事をしてきて、2004年（34歳頃）に給食会に正社員として採用された。給食会

の正社員の賃金は、Ａ市の労務職給料表に準拠して支給されている。しかし、もともと自治体

現業職に中途採用された者の給料は全国的に低く設定されている。

　これは、自治体公務員の初任給は国家公務員の人事院規則９－８を準用しているためである。

この規則を見ると、阿部氏のようなケースは経験年数を「経験年数×0.8」として計算され（第

15条の二）、さらに俸給表への位置づけの際にも５年を超える経験年数部分は12／18で計算され

る（第15条）。この結果、たとえば民間で15年間の経験年数があったとしても、自治体現業職と

しては９年間の経験年数としてしかみなされない。

　これでは中途採用者の初任給が非常に低くなるので、Ａ市では独自に初任給の年齢別最低保

障水準を定めた労務職の初任給表を設けている。ところが、この初任給表がＡ市のものと給食
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 9 組合提供資料「学校給食のあり方について」1999年６月17日より。



会のものとでは格差がある。図表１を見

てほしい。図表１は、2005年度のＡ市現

業職の初任給表と給食会の初任給表とを

比較したものである。

　図表１を見ると、Ａ市の初任給表では

31歳の21万4500円（１級16号）まで初任

給が上がっている。ところが給食会のも

のは、Ａ市よりも初任給の上がり方が遅

い上に、27歳の16万5000円（１級７号）

で打ち止めになっている。阿部氏の給料

が低い理由は、こうした初任給の低さも

影響しているのである10。

　給食会労働組合は、正規の調理員40人

全員で作られている。2007年に結成され、

それ以来、阿部氏が委員長を務めてきた。結成のきっかけは、給食会が、「就業規則の８時30分

出勤を８時に変える。おまえらいいな」みたいな調子で一方的に言ってきたことだ。増加する

30分間分の給料は出ない。そこで、澤田徹氏（元Ａ市職員労働組合副委員長）の力を借りなが

ら労働組合を結成し、労働時間の増加を防ぐことに成功した。それまでは、ことあるごとに、

「これができなかったら民間委託になるぞ」と、給食会から脅されていた阿部氏たちだったが、

組合結成後、そうした脅しはほとんどなくなった。ただ、周りの市町村を見ると、調理員の仕

事を民間委託にする流れが広がってきており、組合としても「雇用の安定」を第１の要求に掲

げて活動しているとのことであった。

３　学校校務員（埼玉県Ｂ市の事例）

　インタビューは、2013年10月７日に自治労連埼玉県本部、Ｂ市役所、市役所近くのファース

トフード店で行った。インタビューに協力して頂いた方々は、水野雄大氏（自治労連埼玉県本

部書記長）、藤沢圭介氏（同本部特別執行委員）、大窪宏氏（同本部特別執行委員）、西谷賢次氏

（Ｂ市学校校務員労働組合委員長）、工藤好子氏（同労組役員）、中西美希氏（同労組役員）、本
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図表１　初任給比較表（2005年度）

出所：組合提供資料「学校給食会分会 学習会資料」より作成

10 初任給表の記述については、今西清氏（自治労連・地方自治問題研究機構専門委員）から多くの御教示を頂い
た。今回の調査において、現業職における年齢別最低保障水準を定めた初任給表の存在を明らかにしたことは
１つの成果だと考える。今西氏によれば、現業職におけるこうした初任給表の存在はあまり公になってはいな
いが、自治労連加盟の単組自治体においては決してめずらしい事例ではないとのことである。そのため、Ａ市
のような初任給表を、少なくない自治体が独自に設けていることが考えられる。



田誠氏（Ｂ市教育委員会事務局教育総務課長）である（全て仮名）。

　Ｂ市における学校校務員の委託労働について述べる前に、Ｂ市の職員構成の変化について触

れておこう。組合提供資料「Ｂ市の職員数推移」によると、Ｂ市では2004年度時点の正規職員

が980名、臨時・非常勤が488名であり、全職員に占める非正規率は33.2％であった。それが2013

年度時点では、正規職員が898名、臨時・非常勤は550名であり、非正規率は38.0％になってい

る。この９年間で、正規職員数は82名減り、臨時・非常勤数は62名増え、その結果、非正規率

は4.8ポイント上昇している。この間、Ｂ市の人口は11万2866人（2004年度）から12万8171人

（2013年度）へと、1万5305人増大していることを考えると、Ｂ市では住民サービスの需要増に

対して職員数を抑制しつつ非正規の割合を拡大させながら対応していることが分かる。学校校

務員の民間委託の動向は、こうしたＢ市職員の人件費削減政策と密接に関係したものであろう。

　Ｂ市学校校務員の委託状況については図表２を見てほしい。図表２は、学校校務員の委託開

始時期から現在までの、委託・正規別の学校校務員の人数、委託料、正規校務員の人件費など

の推移を表した表である。なお、Ｂ市ではＢ市が雇用していた正規の校務員のことを「用務員」

と呼び、委託労働者の校務員と呼び方を分けている。しかし、本論文では便宜上、呼び名を校

務員に統一する。

　図表２からも確認できるように、Ｂ市には、2013年度現在、12校の市立小学校に24名の校務

員が、６校の市立中学校に12名の校務員がいる（計36名）。１校に男女１人ずつの校務員がおか

れている。もともと校務員はＢ市の正規職員であったが、1978年から民間委託が開始され、2001

年度から小学校の市校務員全員が、2004年度から中学校の市校務員全員が民間委託された。現

在、校務員36名は全員が民間会社の社員である。

　藤沢氏によると、民間委託が開始された当時、市校務員は全員組合員であり、労働組合は明

確に「委託反対」を打ち出していた。しかしＢ市から、「民間委託はするが、市校務員のクビを

切ることはしない。定年退職したら、その分を順次委託に切り替えていく」と説明され、委託

反対の取り組みはそれほど積極的ではなくなったとのことである。

　図表２の「小中合計一人当たり委託料」の列を見てほしい。ここには、委託料を委託校務員

１人あたりで割った金額の年度別の推移が示されている。1978年度から2013年度まで月20万円

前後でずっと推移していることがわかる。留意すべきは、この金額は委託料だという点である。

委託校務員の一人当たりの人件費ではない。人件費の金額を求めるには、この委託料から企業

の利益や物件費などを差し引かなければならず、したがってこの委託料の金額よりもさらに低

い額になる。

　これに対し、図表２の「小中合計一人当たり人件費」の列を見てほしい。市校務員１人あた

りの人件費は1978年度は年304万5000円であり、それがほぼ毎年上がり続け、最後の2003年度に

は年1038万8000円（給料555万9000円+手当345万8000円+共済費137万1000円）となっている。
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市公務員と比較すると委託校務員の人件費の低さは明白である。校務員の民間委託化の主な目

的はコストの削減ということでよいか？という質問に、Ｂ市教育委員会事務局教育総務課長の

本田誠氏は、「おそらくそれで正解だと思います」と回答しているが、中でもいま見た人件費の

削減が大きな目的になっていると思われる。

　委託校務員の労働条件を具体的に見ていこう。雇用契約期間は全員１年間である。毎年２月

15日頃に、翌月３月31日に雇用契約が終了するという「雇用契約期間終了の通知」が企業から

校務員全員に届く。もし、その企業が次期の校務員業務の落札に失敗すること等があれば、彼

らは３月31日で雇い止めになってしまう。そうした危険を乗り越えることができれば、彼らは

再び４月から１年契約で働くことになる。

　労働時間は１日８時間、週５日勤務である。賃金は月13万3000円（手取りでは10万～11万円

台）であり、昇給はない。校務員の年齢構成は、男性はすべて65歳以上であり、最高齢は72歳

である。女性は50代もいるが、大半は60歳過ぎであり、65歳を超えている人が２名いるとのこ

とであった。企業は、高齢者を雇っているのだから賃金が安くてもいいのではないかという考

えなのだろうと、藤沢氏は述べていた。

　Ｂ市学校校務員労働組合は2000年に結成された。当時、委託会社「太平」（仮名）は、それま

で12万円出していた一時金を、2000年の夏季一時金で３万円にまで減らすという行動に出て、

委託校務員がＢ市職員労働組合11に相談してきた。そこで、Ｂ地区労の当時議長であった藤沢氏

と、学校教職員組合、委託校務員が複数回の打ち合わせを行って、14～15人程度で校務員労組

を立ち上げたのである12。翌2001年に、「2001年度賃金・労働条件の改善に関する要求書」を提

出して太平と交渉した結果、2001年の夏季一時金は７万円となり、前年の３万円から倍額以上

を勝ち取った。

　なお、委託会社との交渉は、自治労連埼玉県本部の担当者も参加して、校務員労組と一緒に

交渉するというスタイルがとられている。また、会社と交渉をしても、会社には委託料の範囲

でしか回答することができないため、どうしても実際に予算を握っているＢ市の教育委員会と

交渉する必要が出てくる。

　教育委員会との交渉について藤沢氏は、「開催は、定期的ではありませんが、重大問題が発生

した時に限定されるわけではなく、（校務員労組が―戸室注）年間の要求決定をしたら、まずは

会社に要求書を出して交渉し、その実効性を確保するために教育委員会とも何回か交渉するこ

とになります」と説明する。

　直接の雇用主ではない自治体が、委託労働者の労働組合との交渉に応じる例はまだ少ないが、
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11 Ｂ市職員労働組合は自治労連埼玉県本部に加盟している。
12 校務員労組は自治労連埼玉県本部に加盟している。



Ｂ市では応じている。これは注目すべき事例である。ただし、Ｂ市との交渉は「交渉」ではな

く、「懇談」、「話し合い」という形で行われている。

　実際、本田教育総務課長は、組合との交渉について「私は交渉に応じたつもりは一つもない」、

「私がお話を聞いたのは労働組合（戸室注 ― Ｂ市学校校務員労働組合のこと）の委員長さんが

お越しになって、個人的に話をしただけなのです。組合として来たら関係ないです。それは委

託されている会社の中の問題です」、「組合から交渉だという話であれば応じる気は一切ないで

す」と私たちに話していた。

　しかし、「話し合い」には校務員労組委員長の西谷氏と一緒に自治労連埼玉県本部特別執行委

員の藤沢氏も参加している。藤沢氏としては、あえて「交渉」か「話し合い」かの確認はして

はいないが、藤沢氏の認識としては、「実態としては、自治労連県本部の藤沢が、学校校務員労

働組合の特別執行委員としての立場で、教育総務課長に「話し合い」という名目の「実質的に

は背景使用者としての交渉」を求め、それを実行させているということです」と述べている。

こうした実質的な「交渉」が行われるようになったのは、元Ｂ市職員であった藤沢氏の尽力に

よるとところが大きい。その苦労について藤沢氏はインタビューで次のように話していた。

　「元Ｂ市の職員でした。10数年前に退職したので、最近のメンバーのことはほとんどわからな

いのですが、古い管理職なんかは比較的知っている人ばかりなのです。これから会う本田とい

うのも、昔の知り合いなのですが、つながりがあるから、そういうのでちゃんと会ってくれる。た

だ、僕が他の自治体に行ったら結構大変です。Ｃ市（埼玉県内の自治体―戸室注）にも行って

いますが、Ｃ市には全然知り合いがいないから大変です。そういうときは市職の人と一緒に話

をして、それで対応するしかない。さっき言ったＢ市の保育所も、今、課長やっているのが、

昔、同じところで仕事をしていた後輩なので、それで「なんとか頼むよ」というと、向こうも

嫌とは言えなくて話し合いができた。これも交渉とは言わずに懇談ということです。最初は情

報提供があるから話を聞いてくれということで、その次が懇談。２回目は懇談ということで話

を聞いてもらっているのです。」

　委託労働者の労働条件に関する自治体との交渉は、このように個人的な人脈を頼りにして何

とか成立させているのである。同じ埼玉県内のＣ市やＤ市でも交渉に応じており、少しずつ突

破口が開けてきているとのことである。

　なお、Ｂ市学校校務員の労働条件向上に関して、Ｂ市職労の取り組みがあまり見えてこない。

例えば、校務員労組と教育委員会との交渉に尽力しているのは、自治労連埼玉県本部の藤沢氏

である。市職労の活動は自治体正社員の労働条件向上に集中し、自治体の非正社員と委託労働

者の組織化や労働条件向上については自治労連埼玉県本部で取り組む、そのような棲み分けが
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なされているのであろうか。その点について藤沢氏は次のように述べている。

　「Ｂ学校労結成の経過からすると、Ｂ市職労が積極的に関与して援助していた時代もありまし

た。しかし、正規職員への賃金・労働条件・権利に関わる激しい攻撃が続くもとで、質問にも

あるとおり「市職労の活動は自治体正規職員の労働条件に集中」せざるを得ない環境になって

しまいました。

　したがって、決して「棲み分け」はしておらず、今も市職労の援助もありますが、実態とし

て「受託業者変更に伴う雇用問題」あるいは「不当労働行為による解雇問題」などに十分な時

間をかける余裕がなくなっているということです。

　とくに、権限移譲、条例委任等の「分権」改革が職員定数削減のもとで行われているのです

から、市職労役員も自分の仕事で膨大な時間外労働を求められ、やりたくても手も出せないと

いうのが実態です。

　そこで、補完的役割で県本部が非正規や公共労働者の運動に関与するのですが、相当の時間

と経験がなければ、こちらも十分に機能できない状況にあるのです。自治体正規、非正規、公

共分野の現場実態をご理解ください。」

　校務員労組の結成以降、委員長の死亡、会社による組合の切り崩し工作等があって組合員は

一度は５名まで減ることになる。しかし、2011年に太平の経営不振で給料の遅配欠配が発生し、

組合員は「20人ちょっと」まで増える。その後、20年間にわたって校務員業務を受託し続けて

いた太平は落札に失敗し、2012年度からは「FFビル」（仮名）という会社が受託することになっ

た。FFビルは、ダンピングによって校務員業務を獲得した。2011年度の委託金額は9911万円で

あるのに対し、2012年度は7765万円にまで激減させて落札したのである。

　FFビルは、太平に雇用されていた校務員は雇わないという方針のもと、受託が決まったと分

かった段階でハローワークに求人情報を出して新たに校務員を募集し出した。仕事を失う危機

に直面した校務員労組は、FFビルに継続雇用を申し入れるが、FFビルは交渉を拒否する。そ

こで校務員労組は教育委員会にも働きかけた。「校務員が入れ替わったら、これまでの蓄積がゼ

ロになる。そうなると学校も困ることになるのではないか」、と。実際、Ｂ市の校務員は、学校

の清掃、設備の整備、外来者への対応等だけではなく、学校の予算を預かって発注業務まで行っ

ている。学校の中の様々な業務を引き受けているのである。校務員が入れ替わることを知った

校長も「怒り狂」ったそうだ。結局FFビルは、太平に雇われていた校務員を、自発的に辞めた

３人を除いて、全員雇用した。FFビルの翻意について、大窪宏氏（自治労連埼玉県本部特別執

行委員）は、「教育委員会が組合の要請を受け止めて、そのことをFFビルに話したのだと思う」

と述べていた。
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　この事件の後、自治労連埼玉県本部や校務員労組は引き続き教育委員会に働きかけて、従来

の「見積書による金額」のみの競争入札を、2013年度からは「業務体制」や「従業員の待遇」

などを評価して決める総合評価方式に改めさせた。総合評価方式の具体的な内容は次の通りで

ある。

　校務員業務を受託しようとする業者は、実施業務内容提案書、調査票、参考見積書といった

３つの書類をＢ市教育委員会事務局に提出する。このうち調査票はＢ市が用意したものに業者

が回答する様式になっている。図表３が調査票の質問項目である。見られるように、業務従業

者の雇用形態や人数、給与形態、平均年収、あるいは過去の業務実績などを尋ねていることが

注目される。

　これらの書類を審査する業者選定評価者は、教育部長、教育委員会事務局次長、小学校校長

代表、中学校校長代表、管財検査課長、教育総務課長の６名である。そして、選定結果が図表

４である。選定項目№１～12が先程の調査票の質問項目と対応しており、これらの「評価小計

①」が25点以上の上位３社がまず候補対象として絞られる。なお、2013年度は３位に２社（Ｃ

社とＤ社）が並んだため、候補対象は４社となっている。この候補対象の中から評価合計が最

高得点である業者が校務員業務を落札する最有力候補となる。2013年度はＡ社であり、このＡ

社とは実はFFビルである。すなわちFFビルは2012年度に続いて2013年度も校務員業務を落札

した。

　藤沢氏は図表４の結果を「これはたぶんインチキと思う」と述べていた。評価合計が１位の

Ａ社と２位のＢ社では、その差がわずか0.67点でしかない。Ａ社とＢ社では「評価小計」が最

高得点で並んでおり、評価項目№14の「見積額」では、Ａ社よりもＢ社の点数が高い。すなわ

ち、Ａ社が「評価合計」で１位になり得たのは、評価項目№13「業務内容」の点数差でＡ社が

Ｂ社を凌駕したからである。その「業務内容」の点数を見ると、Ａ社は6.67点に対してＢ社は

２点と、Ｂ社に極めて低い点数がつけられている。

　そもそも、評価項目№２～14の13つの評価項目のうち、恣意的な評価が可能な項目は№13だ

けである。その他の評価項目は、調査票の回答内容と見積額によって客観的に点数が決まる項

目である。評価項目№13「業務内容」の点数の付け方は、評価者６人の平均点を２倍にした点

数である。つまりＢ社の点数が２点であるということは、評価者６人の平均点が１点というこ

とであり、それは評価者全員が1点しかつけなかったということである13。

　こうした「インチキ」と疑われるようなことまでしてＡ社であるFF社に校務員業務を落札さ

せたのはなぜだろうか。それは、１年前に思いがけず委託先が太平からFFビルに変更になり、
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13 たしかに評価者が０点をつけることも想定できる。藤沢氏によると、「０点をつける人がいれば２点以上の人
がいても計算上は平均１点（２倍化前）があり得ますが、２項目から12項目で35点の企業が、「提案実施業務
内容」で０点をつけられることは想定できません」とのことである。
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校務員の継続雇用が大きな問題になった

ことに対して、同じ轍を踏みたくないと

いうＢ市の思いがあったのだろう。そこ

で、校務員業務を前年度も請け負ったFF

ビルに、引き続き2013年度も委託するた

めに画策したのだと思われる。このよう

に、Ｂ市における校務員業務の入札制度

は総合評価方式を採用することによって、

落札条件に委託労働者の労働条件が加

わった上に、委託先変更による委託労働

者の雇い止めを防ぐ余地のあるものにも

なった。さらに注目すべきことは、2013

年度から委託契約期間が従来の１年間か

ら３年間に延長されたことである。ただ

し、FFビルは委託契約期間が３年間に

なったにもかかわらず、校務員との雇用

契約は１年間のままにしている。

　太平からFFビルに会社が変わると、労働条件は低下した。太平時代は月13万3000円～14万

5000円あった賃金が、日額6000円（月間の労働日数を20.5日として換算すると月12万5050円）

になった。また夏と冬の一時金も出なくなった。さらにFFビルは2013年３月31日付けで校務員

労組委員長の西谷氏を雇い止めにした。その件があって、組合員数は31名から14名に減ってし

まっている。

　そうした厳しい状況の中でも校務員労組は、2013年度に月13万3300円の月給制を勝ち取り、

西谷委員長については労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てて争った。その結果、和解が

成立、当面は年休取得者の代替要員としての配置とは言え、西谷委員長は職場復帰を果たした。

４　図書館職員

　インタビューは、2013年10月16日と11月25日に日本図書館協会ビルにて行った。インタビュー

に協力して頂いた方々は、10月16日は山本宏義氏（日本図書館協会常務理事）と小形亮氏（日

本図書館協会図書館政策企画委員会委員）、11月25日は大橋直人氏（日本図書館協会図書館政策

企画委員長。図書館ユニオン）と松岡要氏（元日本図書館協会事務局長）である。菊地由美子

氏（日本図書館協会企画調査部長）には、両日ともに参加いただいた。
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図表５　公立図書館の雇用形態別職員数の推移

出所：日本図書館協会提供資料「３　公立図書館の司書」より作成
注：非常勤・臨時・派遣は年間実働時間1500時間を１人として計算。



　公立図書館で働く雇用形態別の職員数を図表５で確認してみよう。2012年度では、「正規雇用」

が１万1579名、「非常勤・臨時雇用」が１万5789名、「派遣」が8671名である（「非常勤・臨時雇

用」と「派遣」は、年間実労働時間1500時間を１人として計算している）。ここでいう「非常

勤・臨時雇用」とは、自治体が直接雇用している非正規の職員のことである。「派遣」とは、派

遣労働者だけでなく、委託や指定管理者制度によって図書館業務を任された民間事業者に雇用

されている労働者（以下、請負労働者と略）も含まれる。否、むしろ派遣労働者はごく少なく

て、後者の請負労働者の方が多いとのことである。いずれにしろ、現在の図書館業務は約67.9％

を占める非正規雇用によって担われているのである。正社員の数は減り続けており、非正規、

とりわけ派遣･請負の数が著しく増えている。

　請負労働の中でも、委託の場合は特定の図書館業務（窓口や書架整理など）だけを企業が請

け負って行う仕組みだが、2003年から導入された指定管理者制度は図書館の管理運営を民間に

任せることが可能になった。そのため、図書館からは自治体職員がいなくなり、民間職員に取っ

て代わられる。その場合、館長以下、ほぼすべてが非正規となる。館長ですら契約社員なのだ。

　委託や指定管理の期間には期限があり（委託期間は従来１年が多かったが、３年が増えてき

ている。指定管理期間は３年が多く、その次が５年）、企業にしてみたら次期に委託･指定され

ない恐れがあるので、労働者を正社員としては採用しない。請負労働者の雇用契約期間は、多

くが１年であり、パート労働者はそれよりも短くなる。指定管理者を任された企業に雇われる

労働者の賃金は、一般的に自治体に直接雇用されている非正規よりも低い14。要するに、労働条

件において上から自治体正規⇒自治体直用非正規⇒間接雇用労働者（派遣･請負）という階層が

形成されており、低賃金の労働者が増大している。

　そうした中で、図書館職員の専門性が低下してきていると言われている。図書館職員に必要

な能力として、例えば、高校の国語で習う日本文学史に出てくる著者名や書名は常識として知っ

ておく必要があり、さらにそれらを論じた本が自分の図書館にどういったものがどれくらいあ

るのかを把握しておかなければならない。大橋直人氏によれば、それが可能になるには10年は

必要だという。また、子どもへの対応は専門性がさらに要求される。子どもは本の題名などを

覚えていないので、「こういう絵本はあるか？」という話の中身だけで職員は本を探し出す必要

があるからである。

　しかし非常勤化や委託化が進むと、配架業務を担当する人、カウンター業務を担当する人と

いうように、業務が分割されていく傾向が出てくる。そうなると、従来、正規職員は毎朝出勤
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14 ちなみに、東京都中央区の非常勤職員「図書館サービス専門員」の賃金は、月16日勤務、１日の労働時間７時
間45分（内休憩60分）で、月20万3000円である。豊島区の非常勤職員「図書館奉仕員」の賃金は、同じ条件で
月21万4700円である（「都内図書館非常勤職員アンケート調査（2012.12公共一般東京図書館ユニオン作成）」
より）。



すると、まずは１時間～１時間半かけて書架直しを行っていたのであるが、そうした業務は非

正規職員が担当することになる。正規職員は毎朝の書架直しによって、どこにどのような本が

置いてあるのかを把握することができていたにもかかわらず、その機会がなくなってしまうの

である。１つの委託会社にしても労働者を書架ならば書架、受付であれば受付と、分割して配

置しているという。その結果、図書館職員の能力に求められる総合性が形成できずに、あたか

もファーストフード店のように、図書館業務のマニュアル化が進行している。ハローワークで

は、図書館業務の仕事が時給900円台の「受付業務」として募集されているとのことであった。

　図書館業務でもっとも憂慮すべきはこの専門性の低下である。これに関して、図表６の自治

体別・雇用形態別の職員・司書数を見ると、2012年４月現在、東京23区の正規の図書館職員の

うち司書の資格を有している者は27.7％しかいない（全国平均は52.0%）。東京23区は伝統的に

司書の専門職制度を設けずにきたので、一般事務として採用された区職員が異動で図書館職員

になっている。そして、東京23区の図書館職員に占める正規職員の割合も20.3％と低い（全国

平均は32.4%）。つまり、従来からの図書館業務における専門性の軽視が、高い割合での非正規

雇用の活用を導いてしまっているという関係が考えられる。

　非正規の図書館職員の圧倒的多数は女性である。また、山本宏義氏は大学で司書課程の授業

を担当しており、毎年50～60人の学生が受講するが、その８割は女性である。学生は図書館職

員の道は厳しいことを承知の上で、賃金は低いが図書館や図書館の仕事が好きという思いで受

講しているとのことである。大橋氏によると、「少なくとも非常勤や派遣の人の方が、一般公務

員で採用されてたまたま図書館に異動した人とは違って、「図書館で働く」という動機がある分、

問題意識は強い」と述べていた。

　こうした問題意識にこたえるかのように、図書館職員の労働条件の向上を求めて、数年前に

東京公務公共一般労組の中に東京図書館ユニオンが結成されている。松岡要氏が言うには、ユ

ニオンのメンバーは図書館職員になりたいと思ってこの仕事についたのに低賃金で働かされて

いる者たちであり、だからこそ「仕事に対する意欲が格段にいい」とのことだ。ユニオンに加

入するきっかけで一番多いのは、それまで非常勤職員として働いてきたのに、指定管理者制度

が導入され、自治体から雇い止めされてしまう場合である。ユニオンでは、主に継続雇用の実
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図表６　自治体別・雇用形態別の職員・司書数

出所：日本図書館協会提供資料「３　公立図書館の司書」より。



現やパワハラ問題の解決といった課題に取り組んでいるとのことである。

５　おわりに

　本稿では、３つの職種で働く自治体委託労働者の労働実態について見てきた。限られた事例

とは言え、委託によって、これまで現場で培われてきた仕事の総合性が引き裂かれつつある実

態を確認することができた。

　しかしそうした中にあっても、公務員の労働組合が委託労働者を組織化し、労働条件向上の

ための取り組みを進めている事例がみられた。公務員の労働組合は、労働組合の中でも特に

「既得権益を守ることに熱心」のように見られる風潮が根強く存在しているが、こうした事例は

看過されてはならない。現在の公務員労働組合像を正確に理解するためには、こうした活動を

注視していく必要があるだろう。

　校務員労組の事例では、教育委員会と交渉を行っていたり、委託先が変わったにもかかわら

ず委託労働者の継続雇用を勝ち取ったり、あるいは競争入札から総合評価方式に改めさせたり

していた。委託労働者の労働条件向上については、近年、公契約条例（委託労働者に支払う賃

金の最低金額を定めた条例）の制定の有無に関心が集まっており、それは当然重視されるべき

であるが、しかし、たとえ条例が制定されていなくとも、公正な公契約の条件を実現するため

の様々な取り組みが行われている事実に注目したい。こうした成果については、社会的にあま

り取り上げられる事が少ないだけに、さらなる調査・研究が求められている。
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